


みどりの食料システム法は、食料・農林水産業の生産力向
上と持続性の両立を目指す「みどりの食料システム戦略」
の実現に向けた法制度で令和4年に制定・施行されました。
農林漁業者は、環境負荷の低減に取り組む5年間の事業計画
を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。
　「環境負荷の低減」の取組例
　・土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減
　・燃油使用低減や水稲中干し期間延長等、温室効果ガスの排出削減
　・バイオ炭の農地施用　　・農業用プラスチックの排出削減　など

メリット①　設備投資の際の所得税・法人税が優遇されます！

メリット②　さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます！

この他、日本政策金融公庫の農業改良資金等の貸付けを受けられます。


